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岐阜県木の国・山の国県産材利用促進フォーラムの開催について 
 

県では、本年４月に「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例(＊)」を施行し、県産

材の利用促進に取り組んでいます。このたび、本条例の施行を契機に、オール岐阜体制に

よる県産材利用の機運醸成を図るため、キックオフイベントとして、「岐阜県木の国・山

の国県産材利用促進フォーラム」を下記のとおり開催します。 

                   記 

１ 日  時 令和５年７月２７日（木）１３：３０～１６：３０ 

 

２ 場  所 県庁１階 ミナモホール（岐阜市薮田南２－１－１） 

 

３ 内  容 

 ○主催者あいさつ 岐阜県知事 古田 肇 

○県産材利用促進協定締結式 

 ・出 席 者：商業施設や福祉施設等を運営する民間事業者 

＜県産材利用促進協定の概要＞ 

・岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例第１３条に基づき、事業者の県産材利用の促進

に関する構想と県による構想の達成に資する支援等を定めた協定 

・建築物の木造化や内装の木質化、備品における木製品の利用など継続的に県産材を利用す

る事業者と県とが協定を締結するもの（期間：令和５年７月２７日から５年間） 

○基調講演 演題：「オール岐阜」による木の文化の発信 

・講  師：隈
くま

 研
けん

吾
ご

氏（建築家、東京大学特別教授・名誉教授） 

○パネルディスカッション テーマ：『オール岐阜』による木の文化の発信について 

・コーディネーター：涌井
わ く い

 史郎
し ろ う

 氏 （森林文化アカデミー学長） 

・パネラー：隈
くま

  研
けん

吾
ご

 氏 （建築家、東京大学特別教授・名誉教授） 

上村
かみむら

 さや香
か

 氏（２０２３ミス日本みどりの大使） 

新間
し ん ま

 英一
えいいち

 氏 （清水建設㈱建築総本部設計本部副本部長） 

和田
わ だ

 章
あきら

 氏  （東京工業大学名誉教授、第５２代日本建築学会会長） 

  ※フォーラム終了後、希望者を対象に県庁舎見学ツアー（事前申込制）を実施します。 
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４ 参加者募集  

  （１）定 員 ３７０人（先着順） 

（２）参加費 無料（事前申し込み必要） 

（３）申込方法 ６月１９日（月）から県ホームページ等で募集を開始する予定です。 

（Ｗｅｂ検索キーワード：岐阜県 県産材フォーラム） 

  （４）その他 当日の様子をライブ配信（事前申し込み必要）する予定です。 

 

(＊)岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例の概要（令和５年４月１日施行） 

・県民等の県産材の利用についての理解を深め、もって脱炭素社会の実現、循環型社会の形成及び

地域経済の活性化に寄与するため、県産材の利用の促進について、関係者の責務・役割、基本的

施策等を定めた条例 

 

■関係者の責務・役割 

【県 の 責 務】県産材の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進、関係者との 

協働及び連携、市町村への協力 

【森林所有者の役割】所有する森林の適切な整備及び保全 

【事業者の役割】他の事業者との相互の連携、県産材の利用、県の施策への協力 

【県民の役割】県産材の利用についての理解、県産材の積極的な利用 など 

 

■主な基本的施策 

事   項 取 組 内 容 

県産材利用推進計画の策定 県産材の利用の促進に必要な施策に関する基本的事項や 

目標等を位置付け 

県の建築物等における県産材

の利用 

県産材利用推進計画で定めるところにより、県の建築物等

を木造化及び木質化 

相談体制の整備 県産材を利用した建築物等に関する相談体制を整備 

県産材利用促進協定 事業者の県産材利用促進構想の達成のための県と事業者に

よる協定の締結 

木質バイオマスの利用の促進 多段階利用の促進及び新分野における利用の促進 

炭素貯蔵量の認定 建築物等に利用された県産材の炭素貯蔵量の認定及び公表 

普及啓発 ぎふ木育の推進等を通じた普及啓発 
 

 


